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（仮称）茗荷谷ここわ保育園  新築工事 
指名競争入札 入札要綱 

 
 
第１条 入札に関する事項 

(1)設計図書配布日  令和 2 年 9 月 18 日（金） 
（設計図書は各社に郵送する） 

(2)質疑回答締切日 令和 2 年 10 月 2 日（金）  17時 00 分まで 
(3)入札日時    令和 2 年 10 月 9 日（金）  10 時 00 分  
(4)入札場所    東京都渋谷区渋谷 3-8-12 渋谷第一生命ビルディング 7 階 
(5)入札保証金      免除する 
(6)最低制限価格     設定する 
(7)辞退者は辞退届を入札日までに提出する 
(8)入札者が 2 社以上で入札は成立とする 
(9)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする 
(10)開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の 

価格の入札がないときには、再度の入札を行う。但し、再入札は１回とする。 
(11)落札者となるべき同価の入札をした者が 2 以上ある時は、直ちに当該入札者に 

くじを引かせて落札者を決定する 
(12)入札結果の公表 入札終了後ただちに入札結果を口頭で公表する。 
(13)入札の不調要件 

①設定した最低制限価格以上での入札者がいなかった場合 
②入札者が 1 社以下だった場合 

(14)支払い条件 令和４年 5 月末までに全額  
 
第２条 工事概要 

(1)工事名         （仮称）小石川ここわ保育園 新築工事 
(2)工事場所       東京都文京区小石川三丁目 19 番 5 号 
(3)延床面積    1208.41㎡ 
(4)工事期間        契約日から令和 3 年 12 月末日 
 
 



 
第３条 指名競争入札 入札参加資格 

(1)地方自治法施行令 167 条の 4 第 1 項の規定に該当していないこと。 
(2)建設業法第 3 条第 1 項の規定による建設業の許可を有すること。 
(3)入札参加者募集の公告の日から入札を実施するまでの期間において建設業法に 

よる営業停止処分を受けていない者。 
(4)正常な入札の失効を妨げるなどの行為を行わず及び行う恐れがない者。 
(5)会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。 
(6)民事再生法に基づく更生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。 
(7)法人役員本人又はその親族が役員に就いている業者以外の者。 
(8)対象工事に係る設計業務等の受注者でなく及び当該受注者と資本もしくは 

人事面において関連がない者。 
(9)過去において幼稚園または保育園等の社会福祉施設等の施工実績を有する者。 
(10)工事の全部又は、大部分を一括して第三者に委託又は請け負わせない。 
(11)本工事における特定建設共同企業体（JV）の参加は受け付けない。 
(12)専任の監理技術者を配置すること。 
(13)落札者は、申請時に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置する

こと。 
  
第４条 発注者及び設計者 

発注者 東京都渋谷区渋谷 3-8-12 渋谷第一生命ビルディング 7 階 
     株式会社ディアローグ 

 
 
設計者 東京都渋谷区渋谷 3-8-12 渋谷第一生命ビルディング 7 階 

     株式会社 I-PLAN 
   


